
日の出山荘オープン 10周年記念 フォトコンテスト実施要領 

 

１ 実施目的 

  日の出山荘は、平成 29 年 11 月 11 日に一般公開 10 周年を迎える。これを記念してさらに

多くの人に歴史の一幕を飾った日の出山荘を知っていただき国際舞台となったこの場所を身近に感

じ地域の誇りとして再認識する機会とするため、広く写真を募りフォトコンテストを開催します。 

 

２ 募集内容 

 日の出山荘を題材として撮影した作品 

 

３ 応募資格 

 本フォトコンテストの実施目的に賛同する方であれば、プロ・アマチュアは問いません。 

 

４ 提出物 

応募作品の写真 

 

５ 応募方法 

 作品ごとに別紙（応募票もあります）に必要事項（作品のタイトル、氏名、住所、電話番号、

撮影場所、撮影年月日、作品に対するコメント）を記入し、応募作品の裏面に貼り付けた上で、

下記７応募先まで郵送又は持参してください。 

 

６ 募集期間 

 平成 2９年６月１日（木）から平成 29年 9月 22日（金）まで 

 

７ 応募先 

（１）郵送の場合 

   〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井 2780日の出町役場内 

    日の出町サービス総合センター株式会社 日の出山荘フォトコンテスト担当 

（２）持参の場合 

   上記日の出山荘フォトコンテスト担当のほか、日の出山荘、つるつる温泉、ひので肝要の里で

も受け付けます 

 

８ 応募作品のサイズ 

Ｌサイズから四つ切サイズの間で印刷したものの単写真とします。 

 

９ 応募作品の撮影期間 

平成 29年 9月 22日（金）までに撮影されたものとします。 



 

１０ 応募規定 

（１） 応募作品は 1人あたり何点でも応募いただけます。 

（２） 作品は応募者が自身で撮影し、他のコンテストに応募していない未発表の作品に限ります。 

（３） 特定できる人物が写っている場合は、その方から了解を得るなど応募者の責任ですべての

問題を解決した上で応募してください。 

（４） 入賞作品の著作権は、主催者に帰属し、主催者が作製するホームページ等で活用できる

ものとします。 

（５） 入賞作品又はそれに準ずる作品については、ホームページ等で活用する際、写真データ及

びネガポジをお預かりさせていただく場合があります。 

（６） 応募作品については、返却できませんのでご了承ください。 

 

１１ 審査及び発表 

（１） 審査方法 

日の出山荘フォトコンテスト審査委員会を設置しコンテスト開催目的に合致しているかなど

考慮し審査します。 

（２） 発表 

入賞者に直接通知、ホームページ等に掲載。 

（３） 入賞作品数と賞品 

最優秀賞 1作品 賞品：日の出町特産品詰め合わせ（3,000円相当） 

優秀賞 4作品 賞品：日の出町特産品詰め合わせ（2,000円相当） 

 

１２ 日の出山荘土産品化粧箱の作製 

 入賞作品は、日の出山荘土産品化粧箱のパッケージに使用します。 

 

１３ 個人情報の取り扱い 

（１） 主催者は、応募者から提供された個人情報について、フォトコンテストの実施に係る連絡、

入賞者への通知及び作品展示等、本フォトコンテスト運営に必要な範囲内でのみ利用す

ることとします。 

（２） 本フォトコンテストへの応募は、応募票に定める各事項を全て記入することを条件とします。 

（３） 主催者は、自らが管理及び使用するウェブサイト並びに写真展、展示会、印刷物、広告

宣伝物等において、応募者の氏名、応募地域（区市町村）を公表できるものとします。 

  

１４ 問い合わせ先 

 日の出町サービス総合センター株式会社 日の出山荘フォトコンテスト担当 

 電話・FAX：042-597-1009  

 メール：hinode-ssc@ak.wakwak.com 


